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令和２年度　一般会計の主な事業

福祉・子育て・教育

農業・林業

学校給食費支援事業：939万円
（給食センター）

智頭小・中学校に通う児童・生徒の保護者の経済的
負担を軽減するために、昨年度に引き続き給食費を
半額にします。

小中学生通学費補助事業：200万円
（教育課）
智頭小・中学校に通う児童・生徒の通学費を補助し
ます。上記金額はすぎっ子バス以外の交通手段に係
る費用です。すぎっ子バスについては料金を徴収し
ないため、費用としては計上されません。

産前・産後サポート事業：95万円（福祉課）

妊娠期から子育て期を安心して過ごせるよう産前・
産後ケアを行い、子育て期における切れ目のない支
援を行います。

健康診査事業：2,385 万円（福祉課）

各種がん検診等を実施し、健康管理・病気の早期発
見を行い、疾病の早期治療につなげることを目指し
ます。

みんなで支える集落拠点施設整備助成事業：
100万円（福祉課）

自治会内の住民福祉増進のため、公民館改修・バリ
アフリー等を支援します。(補助率1/2、上限50万円)

山と暮らしの人づくり事業：1,948 万円
（山村再生課）

令和２年３月に策定された「智頭の山と暮らしの未
来ビジョン」を推進、実現する人材を育成します。

智頭材出荷促進事業：5,261 万円
（山村再生課）
地元原木市場への智頭材 ( 間伐材 ) 出荷及び地元原
木市場から智頭材を購入することを支援します。
出荷：1,200 万円 /㎥、購入：700 円 /㎥

その他福祉関係の主な事業
（福祉課・福祉事務所）
・障がい者福祉事業　　　　２億 7,596 万円
・高齢者福祉関連事業　　　 8,121 万円
・特別医療事業　　　　　　 5,079 万円
・生活保護関連事業　　　　１億 3,401 万円

地域農業振興プラン支援事業：463万円
( 山村再生課 )
意欲のある農業者を支援します。
青年就農給付金、就農条件整備事業、次世代につな
げる農業経営基盤整備事業、スマート農業推進事業
など

畜産事業：806万円（山村再生課）

畜産業振興のため、和牛の増頭を支援します。また、
智頭町畜産共進会の開催を支援します。

高校生通学費補助事業：237万円（教育課）

本町在住の高校生が公共交通機関を利用し、高等学
校等に通学する費用のうち、月額 7,000 円を超える
部分について補助します。

我が家で子育て応援事業：450万円 ( 教育課）

生後 8 週～１歳までのお子さんを自宅で育児する
家庭を支援します。祖父母による育児でも可。月額
３万円 / 人を支給。

石谷邸保存活用整備事業：2,280 万円
（教育課）
石谷家住宅の指定管理等維持管理を行います。

子どもの貧困対策推進事業：462万円
( 福祉事務所）
子ども食堂の継続により、子どもの居場所を提供し
ます ( 毎週水曜日、旧諏訪保育園で実施中 )。また、
子どもの貧困問題についてのアンケート調査を行
い、今後の取り組みを検討します。
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